
令和６年度 報酬改定の主な内容のうち、

生活介護に係る、特に問い合わせの多い事項や、注意が必要な事項について、障
がい福祉課指定係より説明します。

説明の中にある加算の要件等は、報酬告示や留意事項通知等をわかりやすく省略
したものです。

事業所において、必ず報酬告示、留意事項通知、Ｑ＆Ａ等を確認し、すべての要
件を満たしたうえで報酬を算定して下さい。
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ここでお話するのは、主に８点です。

１点目、サービス提供時間ごとの基本報酬の設定について
２点目、利用定員規模ごとの基本報酬の設定について
３点目、延⻑⽀援加算の⾒直しについて
４点目、常勤看護職員等配置加算の拡充について
５点目、人員配置体制加算の拡充について
６点目、入浴⽀援加算の創設について
７点目、栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実について
８点目、福祉専門職員配置等加算の算定方法の⾒直しについてです。
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１．サービス提供時間ごとの基本報酬の設定についてです。
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これまで、生活介護の基本報酬は、利用者の区分、及び、利用定員規模に応じて
設定されていましたが、利用者ごとの、サービス提供の実態に応じた報酬体系と
するため、令和６年度の報酬改定で、利用者の区分、及び、利用定員規模に加え、
所要時間に応じた報酬体系となりました。
表にある通り、１時間単位の細かい単価設定がされています。
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基本報酬の所要時間区分の留意事項について説明します。

（１）所要時間による区分については、現に要した時間により算定されるのでは
なく、生活介護計画に基づいて行われるべき、指定生活介護等を行うための、標
準的な時間に基づき算定されます。実際にサービス提供をおこなった時間で算定
するのではなく、生活介護計画に位置付けられた、標準的な時間で算定されるこ
とに、留意して下さい。

（２）報酬は生活介護計画に位置付けられた、標準的な時間で算定されますが、
生活介護計画に位置づけられた標準的な時間と、実際のサービス提供時間が合致
しない状況が続く場合には、生活介護計画の⾒直しを検討して下さい。

（３）所要時間については、原則として、送迎に要する時間は含みません。

（４）当日の道路状況や天候、本人の心身の状況など、やむを得ない事情により、
その日の所要時間が、生活介護計画に位置付けられた、標準的な時間よりも、短
くなった場合には、生活介護計画に位置付けられた、標準的な時間に基づき算定
して、差⽀えありません。

（５）実際の所要時間が、居宅において、その介護を行う者等の就業、その他の
理由により、生活介護計画に位置付けられた、標準的な時間よりも、⻑い時間に
及ぶ場合であって、日常生活上の世話を行う場合には、実際に要した時間に応じ
た報酬単価を算定して、差し⽀えありません。
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（６）利用者が必要とする、サービスを提供する事業所が、当該利用者の居住す
る地域にない場合等であって、送迎に要する時間が、往復３時間以上となる場合
は、１時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として、加えることができ
るとされています。なお、この取り扱いについては、※に記載があるとおり、一
度に複数人を同乗させる送迎ルートを設定して、送迎する場合であっても、送迎
に要する時間が、往復３時間以上となる場合は、配慮規定に該当することから、
同乗している利用者全員に対して、それぞれ、１時間を生活介護計画に位置付け
る、標準的な時間として加えることができると、厚生労働省のＱ＆Ａで示されて
います。

（７）送迎時に実施した着替え、ベッド・⾞椅⼦への移乗、⼾締り等の居宅内で
の介助等に要する時間は、生活介護計画に位置付けた上で、１日１時間以内を限
度として、生活介護計画に位置付ける標準的な時間として、加えることができま
す。
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（８）医療的ケアスコアに該当する者、重症心身障害者、行動関連項目の合計点
数が、10点以上である者、盲ろう者等であって、障害特性等に起因する、やむ
を得ない理由により、サービス提供時間が、６時間未満の、短時間にならざるを
得ない利用者については、日々のサービス利用前の、受け入れのための準備や、
サービス利用後における、翌日の受け入れのための申し送り事項の整理、主治医
への伝達事項の整理などに、⻑時間を要すると⾒込まれることから、これらに実
際に要した時間を、１日２時間以内を限度として、生活介護計画に位置付ける、
標準的な時間として、加えることができます。

なお、やむを得ない理由については、利用者やその家族の意向等が十分に勘案さ
れた上で、サービス担当者会議において検討され、サービス等利用計画等に位置
付けられていることが前提です。

また、この取り扱いについては、※に記載があるとおり、医療的ケアスコアに該
当する者、重症心身障害者、行動関連項目の合計点数が、10点以上である者、
盲ろう者以外であっても対象となる可能性があります。該当する可能性がある場
合には、事前に障がい福祉課指定係へ相談して下さい。
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生活介護計画への記載方法についてです。
送迎や、障がい特性による配慮事項に該当する利用者の場合、合計のサービス提
供時間と、その内訳がわかるように記載してください。
記載イメージが、厚生労働省の、Ｑ＆Ａに示されていますので、参考にしてくだ
さい。
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２．利用定員規模ごとの、基本報酬の設定についてです。
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令和６年度の報酬改定で、利用者数の変動に対して、柔軟に対応しやすくする事
で、小規模事業所の運営をしやすくするとともに、障害者⽀援施設からの、地域
移行を促進するため、利用定員ごとの基本報酬が、10人ごとに設定されました。
あわせて、重症心身障害児者対応の、多機能型事業所にも配慮した、利用定員規
模別の基本報酬の設定がされました。

報酬改定前と、報酬改定後の、利用定員規模の設定は、表をご覧ください。
なお、報酬改定後の、利用定員が５人以下の単価と、利用定員が６人以上、１０
人以下の単価は、主として、重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業
所が、多機能型児童発達⽀援等を、一体的に行う場合にのみ、算定可能です。
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生活介護と、他のサービスを、一体的に運営する、多機能型事業所の取り扱いに
ついて、お話します。
表をご覧下さい。

基本報酬は、多機能型事業所全体の、利用定員の合計数で算定されます。
人員配置体制加算、常勤看護職員等配置加算、就労移行⽀援体制加算については、
生活介護のみの、利用定員の区分で算定されます。
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多機能型事業所の算定例が、厚生労働省の、Ｑ＆Ａに示されています。

① 生活介護の利用定員が８人、一体的に運営される、就労継続⽀援Ａ型の利用
定員が１６人、事業所全体の利用定員が２４人の、多機能型事業所の場合、基本
報酬は、事業全体の利用定員である、２４人で考えるため、２１人以上３０人以
下の区分、常勤看護職員等配置加算は、生活介護のみの利用定員に応じて算定さ
れるため、６人以上１０人以下の区分、人員配置体制加算も、生活介護のみの利
用定員に応じて算定されるため、定員２０人以下の区分となります。

② 主として、重症心身障害児者を通わせる、多機能型生活介護事業所が、多機
能型児童発達⽀援等を、一体的に行う場合であって、利用定員が全ての事業を通
じて５人の場合、基本報酬は、この事業所は、主として重症心身障害児者を通わ
せる事業所であるため、定員５人以下の区分が、算定可能となり、常勤看護職員
等配置加算も、定員５人以下の区分、人員配置体制加算は、定員２０人以下の区
分となります。
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介護給付費等の算定に係る、体制等状況一覧表の定員の記載方法について、お話
します。
まず、定員数には、生活介護のみの定員を記載して下さい。
続いて、定員規模は、多機能型事業所全体の、利用定員の区分を選択して下さい。
多機能型等定員区分は、生活介護のみの利用定員の区分を、選択して下さい。
記載誤りが、多くなっていますので、ご留意下さい。
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３．延⻑⽀援加算の⾒直しについてです。
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延⻑⽀援加算については、生活介護の、基本報酬をサービス提供時間で、８時間
以上、９時間未満まで設定されたことから、９時間以上の⽀援の場合、延⻑⽀援
加算が算定されることとなりました。
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４．常勤看護職員等配置加算の拡充 についてです。
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医療的ケア児の成人期への移行にも、対応した体制を整備するため、常勤看護職
員等配置加算について、看護職員の配置人数に応じた評価に、⾒直しがおこなわ
れました。
改定後は、利用定員規模に応じた単位数に配置される看護職員等の、常勤換算員
数を乗じて得た単位数を、算定することとなります。
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常勤看護職員等配置加算の、届出書に関する留意事項です。
届出書に、看護職員の配置状況は、常勤換算数で記載してください。
また、届出書には、勤務形態一覧表と、資格証の写しを添付して下さい。
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介護給付費等の算定に係る、体制等状況一覧表、看護職員常勤換算員数には、小
数点以下を、切り捨てた整数を記載して下さい。
看護職員の常勤換算数が、３．１の場合、ここには３と記載することになります。
こちらも、記載誤りが多い箇所ですので、ご留意下さい。
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５．人員配置体制加算の拡充についてです。
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人員配置体制加算については、医療的ケアが必要な者など、重度の障害者に対す
る、複数職員による、手厚い体制を評価するため、新たに、1.5対１の区分が、
設定されました。
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生活介護の従業者の配置については、前年度の平均利用者数で算定しますが、今
回の改定で、生活介護の基本報酬が、時間区分となりました。これに伴い、前年
度の平均値を算出する際の、利用者延べ数については、表のとおりの取り扱いと
なりました。
前年度、所要時間３時間未満。３時間以上４時間未満。４時間以上５時間未満の
報酬を算定している利用者については、利用者数に、２分の１を乗じて得た数。
所要時間５時間以上６時間未満。６時間以上７時間未満の報酬を算定している利
用者については、利用者数に、４分の３を乗じて得た数となります。
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前年度の、平均利用者数の、算定例を⾒ていきます。
前年度の所要時間３時間以上４時間未満の利用者延べ数が１００人。所要時間６
時間以上７時間未満の利用者延べ数が４千人。所要時間８時間以上９時間未満の
利用者延べ数が５００人。開所日数２４０日の事業所における前年度の平均利用
者数を算出します。
まず、前年度の、利用者延べ数は、４時間未満の１００人には、２分の１を乗じ、
７時間未満の、４，０００人には、４分の３を乗じます。
所要時間、８時間以上の５００人は、このままの数字です。これらを足し上げて、
得られた、３，５５０人が、利用者延べ数となります。
この利用者延べ数、３，５５０人を、開所日数の、２４０日で割り、少数点第２
位以下を切り上げた、１４．８人が、この事業所における、前年度の平均利用者
数となります。
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６．入浴⽀援加算の創設についてです。
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医療的ケアが必要な者等への、入浴⽀援を評価する為に、入浴⽀援加算が創設さ
れました。

入浴⽀援加算は、医療的ケアが必要な者、又は、重症心身障害者に対して、入浴
に係る⽀援を提供しているものとして、届け出た事業所において、当該利用者に
対して、入浴を提供した場合に、加算されます。
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入浴⽀援加算の留意事項です。
（１）入浴設備については、当該事業所が整備していることが望ましいが、他の
事業所の入浴設備を利用する場合においても、当該事業所の職員が、入浴⽀援を
行う場合に限り、算定可能となります。

（２）入浴⽀援に当たっては、医療的ケアを必要とする者、重症心身障害者が対
象であることから、看護職員や、看護職員から助言・指導を受けた職員が、実施
することが望ましいとされています。

（３）事業所が、入浴⽀援加算を算定している場合は、入浴に係る費用について、
利用者から実費として⽀払いを受けることはできません。改定前に、利用者から
入浴に係る、実費を徴収していた場合、改定により、入浴⽀援加算が算定出来る
ようになった利用者においては、実費の⽀払いを受けることは出来なく成ります
ので、ご留意ください。
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入浴⽀援加算の算定対象となる、医療的ケアが必要なものとは、下記、スコア表
に掲げる、いずれかの医療行為を、必要とする状態である者を指します。
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７．栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実についてです。
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生活⽀援員や管理栄養士等の他職種と連携し、全ての利用者の栄養状態のスク
リーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理
を行うなど、栄養ケア・マネジメントをおこなった場合を評価するため、栄養ス
クリーニング加算、栄養改善加算が創設されました。

これらの算定に当たっては、令和６年３月２９日付けの、厚生労働省通知、指定
生活介護事業所等における栄養ケア・マネジメント等に関する事務処理手順、及
び様式例の提示についてで、事務処理手順等をよく確認してください。
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栄養スクリーニング加算の概要です。

栄養スクリーニング加算は、利用開始時及び利用中６ヶ月ごとに利用者の栄養状
態の確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報を担当の相談⽀援専門員に
提供した場合に算定が可能です。
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栄養改善加算の概要です。
栄養改善加算は、次の（１）から（４）のすべてを満たす事業所において、低栄
養又は過栄養状態にある利用者、又はそのおそれのある利用者に対して、当該利
用者の栄養状態の改善等を目的として、栄養改善サービスをおこなった場合は、
３ヶ月以内の期間に限り、ひと月に２回を限度として、加算されます。ただし、
栄養改善サービスの開始から、３ヶ月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、栄
養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続きおこなうことが必要と認められ
る利用者については、引き続き算定することができます。

要件は、
（１）当該事業所の従業者として、又は、外部との連携により、管理栄養士を、
１名以上配置していること。
（２）利用者の栄養状態を、利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利
用者ごとの、摂食・嚥下機能、及び、食形態にも配慮した、栄養ケア計画を、策
定していること。
（３）利用者ごとの、栄養ケア計画に従い、必要に応じて、当該利用者の居宅に
訪問し、管理栄養士等が、栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄
養状態を、定期的に記録していること。
（４）利用者ごとの、栄養ケア計画の進捗状況を、定期的に評価していること。
です。
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８．福祉専門職員配置等加算の算定方法の⾒直しについてです。
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生活介護については、常勤職員が多く配置されていることや、常勤職員の勤続年
数が⻑いことを、適切に評価するため、福祉専門職員配置等加算、（Ⅰ）又は
（Ⅱ）と（Ⅲ）との併給が可能となりました。
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